
第１条 目的 第１条 目的

第２条 食，農業及び農村の振興の目標 第２条 食，農業及び農村の振興の目標

第３条 県の責務と役割 第３条 県の責務と役割

第４条 農業者及び農業団体の責務と役割 第４条 農業者及び農業団体の責務と役割

第５条 食品関連事業者の責務と役割 第５条 食品関連事業者の責務と役割

第６条 県民の役割 第６条 県民の役割

第７条 市町村への要請及び協力 第７条 市町村への要請及び協力

第８条
食，農業及び農村の振興に関する主要
な施策

第８条
食，農業及び農村の振興に関する主要
な施策

第９条
県民の農業及び農村に対する理解の促
進に関する施策

第９条
県民の農業及び農村に対する理解促進
に関する施策

第10条 食育及び地産地消に関する施策 第10条 食育及び地産地消に関する施策

第11条
安全で安心な農畜産物の安定供給及び
農業資材の確保に関する施策

第11条
安全で安心な農畜産物の安定供給に関
する施策

第12条 環境への負荷の低減に関する施策

第13条 担い手の確保及び育成に関する施策 第12条 担い手確保・育成に関する施策

第14条
農業経営の支援を行う者の確保に関す
る施策

第15条 農地の有効利用及び確保に関する施策 第13条 農地利用，基盤整備等に関する施策

第16条
農業生産の基盤の整備及び保全に関す
る施策

第17条 生産振興，販売，流通等に関する施策 第14条 生産振興，販売・流通等に関する施策

第18条 生産性向上に関する施策 第15条 生産性向上に関する施策

第19条 農業災害防止等に関する施策 第16条 農業災害防止等に関する施策

第20条 農村振興に関する施策 第17条 農村振興に関する施策

第21条 基本方針の策定 第18条 基本方針の策定

第22条 施策の実施状況の報告等 第19条 施策の実施状況の報告等

第23条 財政上の措置 第20条 財政上の措置

旧（改正前）新（改正後）

新旧対照表


